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自立活動の指導とは

・ 特別支援教育に特別に設けられた領域

・ ６区分、２７項目から構成

特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室では、教育
課程の中に必ず取り入れることとして各校種の学習指導要
領に示されている

〔参考〕
特別支援学校学習指導要領解説
「自立活動編」（平成３０年３月）



小・中学校等の教育

小・中学校等の教育は，幼
児児童生徒の生活年齢に即

して系統的・段階的に進めら
れている。そして，その教育の

内容は，幼児児童生徒の発
達の段階等に即して選定され

たものが配列されており，そ
れらを順に教育をすることによ
り人間として調和のとれた育
成が期待されている。

障がいのある子供の教育

障害のある幼児児童生徒の
場合は，その障害によって，日

常生活や学習場面において
様々なつまずきや困難が生じる

ことから，小・中学校の児童生
徒と同じように心身の発達の段

階等を考慮して教育するだけで
は十分とは言えない。そこで，
個々の障害による学習上又は
生活上の困難を改善・克服する
ための指導が必要となる。
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特別支援学校学習指導要領解説

自立活動編 P２１自立活動の意義



自立活動の目標

個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による
学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服する
ために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もっ
て心身の調和的発達の基盤を培う。
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Ａさんの抱える「障害による学習上又は生活上の困難とは何か」

→ 具体的に捉えることが大切

自立活動の「自立」は、「生活の
自立」という意味ではありません。
生活スキルを学習することは大切
ですが、自立活動が担っている指
導内容ではありません。

自立活動を「自立した活動」
と捉えて、自学自習ができ
るようにするという発想も趣
旨とは異なります。

特別支援学校学習指導要領解説
自立活動編 P４８



１ 健康の保持
（１）生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
（２）病気の状態の理解と生活管理に関すること。
（３）身体各部の状態の理解と養護に関すること。
（４）障がいの特性の理解と生活環境の調整に関するこ

と。
（５）健康状態の維持・改善に関すること。

２ 心理的な安定
（１）情緒の安定に関すること。
（２）状況の理解と変化への対応に関すること。
（３）障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服

する意欲に関すること。

３ 人間関係の形成
（１）他者とのかかわりの基礎に関すること。
（２）他者の意図や感情の理解に関すること。
（３）自己の理解と行動の調整に関すること。
（４）集団への参加の基礎に関すること。

４ 環境の把握
（１）保有する感覚の活用に関すること。
（２）感覚や認知の特性についての理解と対応に関する

こと。
（３）感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
（４）感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握につい

ての把握と状況に応じた行動に関すること。
（５）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関する

こと。

５ 身体の動き
（１）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
（２）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関す

ること。
（３）日常生活に必要な基本動作に関すること。
（４）身体の移動能力に関すること。
（５）作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。

６ コミュニケーション
（１）コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
（２）言語の受容と表出に関すること。
（３）言語の形成と活用に関すること。
（４）コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
（５）状況に応じたコミュニケーションに関すること。

６区分２７項目自立活動の内容



小・中学校等の各教科の内容

すべての児童生徒に対

して確実に指導しなけれ

ばならない内容

特別支援学校の自立活動の内容

各教科等のようにそのすべ

てを取り扱うものではなく、

個々の幼児児童生徒の実

態に応じて必要な項目を選

定して取り扱うもの
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自立活動の「内容」は、人間として基本的な行動を遂行
するために必要な要素と、障害による学習上又は生活
上の困難を改善・克服するために必要な要素で構成

自立活動の内容 特別支援学校学習指導要領解説
自立活動編 P２４
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障がいの状態は一人一人異なる。
→ 必然的に、一人一人の指導目標・内容・方法も異なる。
→ 自立活動の指導に当たっては、個別に指導目標や指導
内容を定めた個別の指導計画を作成する。

自立活動の指導の特色
特別支援学校学習指導要領解説
自立活動編 P２３～２４

個々の児童生徒の障がいの状態や特性及び心身の発達
の段階等に即して指導を行うことが基本



個別の指導計画の作成
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個別の指導計画作成上の配慮事項

⑴ 個々の児童又は生徒について，障害の状態，発達や
経験の程度，興味・関心，生活や学習環境などの実態を
的確に把握すること。

⑵ 児童又は生徒の実態把握に基づいて得られた指導す
べき課題相互の関連を検討すること。その際，これまで
の学習状況や将来の可能性を見通しながら，長期的及
び短期的な観点から指導目標を設定し，それらを達成す
るために必要な指導内容を段階的に取り上げること。

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
P２００

⑴、⑵を踏まえて個別の指導計画を作成す
るに当たり、流れ図（※）が活用できます。

※次のスライド参照
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流れ図について

流れ図は子供の実態
把握から具体的な指
導内容を設定するま
での流れを例として
示したものです。

特別支援学校学習指導要領解説
自立活動編 P２８～３０
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流れ図について 特別支援学校学習指導要領解説
自立活動編 P２８～３０

はじめに子
供の情報を
集め、そこか
ら課題を整
理していきま
す。



12

流れ図について 特別支援学校学習指導要領解説
自立活動編 P２８～３０

子供の課題に
基づいて、指導
目標と具体的な
指導内容を設
定します。

※ 昨年度までの個別の指導計画をその
まま引き継ぐだけでなく、あらためて検討
してみるためにも、流れ図を作成すること
は有効です。

⑥については、
指導内容を焦点
化するために、
指導項目を厳選
しましょう。
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流れ図作成のポイント

複数名で検討しながら作成する

複数名で作成することで、多面的な見方ができます。
それにより、実態や課題の捉え直しにもつながります。
また、具体的な指導内容のアイディアの幅が広がります。
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流れ図作成のポイント

①～②の実態把握ま
では、担任、交流学級
の担任、特別支援教
育コーディネーター、
養護教諭など子供に
関わる幅広いメンバー
で情報収集・整理がで
きるとよいです。

複数名で検討しながら作成する
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流れ図作成のポイント

③～⑧については、
３名くらい（担任・交
流学級担任 他）で
話し合うと、検討しや
すいです。

複数名で検討しながら作成する
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流れ図作成のポイント

情報収集の視点

子供の現在の課題と直接関係なさそうに見え
る情報が役立つこともあります。

最初から関係ないと判断せずに、広く情報を
集めてみましょう。

必ず流れ図の②－１の６区分全てを記載しな
ければならないということではありません。
情報収集の結果、空欄になる区分もあります。
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流れ図作成のポイント

情報収集・整理には「ふせん」

複数名で行う場合、事前にふせんに情報を
書いて持ち寄ると効率的です。

※小さめのふせん（1.5×5㎝又は1.3×6.5㎝程度）を使

うと、１枚のふせんに一つの実態を記入すると焦点化
されやすい。また、流れ図に貼る際も扱いやすい。

※最初に集める情報はふせん５～１０枚程度でよい。

互いの情報を照らし合わせる中で、気付くことがあれ
ばその場で情報を追加する。
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流れ図作成のポイント

情報を持ち寄り

検討しながら整理

課題を焦点化
していく

情報収集・整理には「ふせん」

書き込み用の流れ図は、
Ａ３の用紙３～４枚に分
けて用意するとファイリ
ングがしやすいです。

「情報収集」から「〇〇年後の姿の観点
から整理する段階」までおよそ１時間かか
ります。まとまった時間の確保が必要です。
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流れ図作成のポイント

最初から完璧を求めずに、まず作成してみて、

実践しながら修正していくという意識

で取り組んでみましょう。
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流れ図作成のポイント

自立活動編の例を参考にして、最初はそれを
取り入れてみるのもよいです。

例：自閉症のある
幼児児童生徒の
場合（自立活動編
Ｐ９５より）



自立活動の留意点
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時間割に位置付け、時間を特設して行う
「時間における指導」と、教育活動全体
の中で行う指導との関連を図りながら指
導することが大切です。

各教科等の中で、必要に応じて部分的に自立活動の指導
を取り入れながら学習を進めていくができます。

なお、その際のメインは教科等の学習。授業の流れを完
全に止めて、自立活動を指導するのではなく、流れの中で
自然な形で指導や支援を行っていきます。
指導形態や指導の場面等も検討しておくことが大切です。

自立活動の留意点 特別支援学校学習指導要領解説
自立活動編 P２２
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他者との関わりの中で、改善・克服していく
ことが想定される学習等、指導の目標を達成
する上で効果的である場合には、集団を構成
して指導することも考えられます。
しかし、自立活動の基本は、個々の実態に
応じた個別の指導であり、集団指導ありきで
はありません。

自立活動の留意点 特別支援学校学習指導要領解説
自立活動編 P２３～２４

自立活動の目標や具体的な指導内容を絶えず意識する
ことが必要です。

また、自立活動の視点で指導後の評価を行い、個々の困
難の改善・克服につながる学習となっているかを確認しま
しょう。
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子供たち一人一人が輝く

未来のために

御質問・御意見等は
「山形県教育センター特別支援教育課」

までお願いします
TEL：023-654-2155（代表）


